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ス
パ
イ
活
動
に
対
抗
し
得
る
体
制
の
確
立
に
関
す
る
再
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問
主
意
書 

 

「
衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
ス
パ
イ
活
動
に
対
抗
し
得
る
体
制
の
確
立
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質

二
〇
一
第
六
六
号
）
」
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。 

一 

内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
「
国
民
の
安
全
や
国
益
を
守
る
た
め
の
我
が
国
に
お
け
る
「
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
体
制
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
り
、
令
和
元
年
五
月
二
十
二
日
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
政
府

答
弁
で
は
、
「
外
国
情
報
機
関
等
の
情
報
収
集
活
動
に
対
抗
し
て
政
府
の
重
要
な
情
報
を
保
護
す
る
、
こ
れ
を
カ
ウ
ン
タ
ー

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
お
り
ま
す
」
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
外
国
情
報
機
関
等
の
情
報
収
集
活
動
か
ら
重
要
な
情
報
を
保
護
す
る
こ
と
は
国
益
に
つ
な
が
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
理
解
に
違
い
は
な
い
か
。
異
な
る
と
す
れ
ば
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

政
府
は
、
国
家
安
全
保
障
戦
略
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
我
が
国
の
国
益
と
は
、
ま

ず
、
我
が
国
自
身
の
主
権
・
独
立
を
維
持
し
、
領
域
を
保
全
し
、
我
が
国
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
で
あ
り
、
豊
か
な
文
化
と
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
自
由
と
民
主
主
義
を
基
調
と
す
る
我
が
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持

し
、
そ
の
存
立
を
全
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
発
展
を
通
じ
て
我
が
国
と
我
が
国
国
民
の
更
な
る
繁
栄
を
実
現



 

２ 

 

し
、
我
が
国
の
平
和
と
安
全
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
海
洋
国
家
と
し
て
、
特
に
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
、
自
由
な
交
易
と
競
争
を
通
じ
て
経
済
発
展
を
実
現
す
る
自
由
貿
易
体
制
を
強
化
し
、
安
定
性
及

び
透
明
性
が
高
く
、
見
通
し
が
つ
き
や
す
い
国
際
環
境
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
由
、
民
主

主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
法
の
支
配
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
や
ル
ー
ル
に
基
づ
く
国
際
秩
序
を
維
持
・
擁
護
す
る
こ
と

も
、
同
様
に
我
が
国
に
と
っ
て
の
国
益
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
外
国
情
報
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
か
ら
保
護
す

べ
き
国
益
と
は
、
こ
の
閣
議
決
定
に
お
け
る
「
国
益
」
の
定
義
と
同
義
で
あ
る
か
。
異
な
る
と
す
れ
ば
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。 

三 

二
を
踏
ま
え
、
国
益
に
関
わ
る
情
報
を
民
間
事
業
者
が
有
し
て
い
る
と
考
え
る
か
。
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な

情
報
が
こ
れ
に
該
当
す
る
か
。 

四 

令
和
二
年
四
月
に
政
府
が
国
家
安
全
保
障
局
（
Ｎ
Ｓ
Ｓ
）
に
設
置
す
る
「
経
済
班
」
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
三
日
の
衆

議
院
経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
西
村
内
閣
官
房
副
長
官
の
答
弁
に
基
づ
け
ば
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
や
機
微
技
術

の
管
理
等
の
、
経
済
分
野
に
お
け
る
国
家
安
全
保
障
上
の
諸
課
題
に
つ
い
て
、
俯
瞰
的
、
戦
略
的
な
対
応
を
迅
速
か
つ
適
切

に
行
う
た
め
、
政
府
内
の
各
部
門
の
連
携
を
含
め
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 



 

３ 

 

 
 

経
済
班
が
担
う
役
割
に
つ
い
て
、
外
国
情
報
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
の
防
止
・
監
視
の
観
点
か
ら
の
検
討
は
行
わ
れ

て
い
る
か
。
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
と
な
る
の
か
。
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


